
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

契 約 図 書 



松江市美保関町福浦



松江市美保関町森山（大江物揚場）



工　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位  数量（当初）  数量（変更） 増減 備　考

護岸工

基礎工

基礎捨石海上運搬 10～200kg/個、土運船（海上）運搬 ｍ
3 11

基礎捨石海上投入 投入、10～200kg/個 ｍ
3 11

捨石荒均し（水中） ±50cm ｍ
2 122

捨石本均し（水中） ± 5cm ｍ
2 76

被覆工

被覆石海上運搬 200kg内外/個、土運船（海上）運搬 ｍ
3 62

被覆石海上投入 200kg内外/個 ｍ
3 62

被覆石均し（陸上） ±50cm ｍ
2 45

被覆石均し（水中） ±50cm ｍ
2 87

裏込工

裏込石海上運搬 φ5～15cm、土運船（海上）運搬 ｍ
3 168

裏込石海上投入 φ5～15cm ｍ
3 168

裏込石均し（陸上） ±20cm ｍ
2 88

裏込石均し（水中） ±20cm ｍ
2 50

吸出防止工

防砂板取付（陸上） 塩ビマットt=5mm B=1.0m ｍ
2 24

防砂板取付（水中） 塩ビマットt=5mm B=1.0m ｍ
2 43

防砂シート敷設（陸上） 不織布系　t=5mm ｍ
2 153

本体工

方塊ブロック 計27個

方塊ブロック海上運搬据付 Aタイプ、W=7.2t 個 1 A数量表 参照

Bタイプ、W=3.8t 個 3 B数量表 参照

Cタイプ、W=7.6t 個 1 C数量表 参照

Dタイプ、W=5.7t 個 3 D数量表 参照

Eタイプ、W=4.0t 個 1 E数量表 参照

Fタイプ、W=3.5t 個 4 F数量表 参照

Gタイプ、W=3.7t 個 1 G数量表 参照

Hタイプ、W=6.1t 個 2 H数量表 参照

Iタイプ、W=5.5t 個 2 I数量表 参照

Jタイプ、W=6.6t 個 1 J数量表 参照

Kタイプ、W=6.8t 個 1 K数量表 参照

Lタイプ、W=3.4t 個 2 L数量表 参照

Mタイプ、W=4.3t 個 1 M数量表 参照

Nタイプ、W=2.3t 個 3 N数量表 参照

Oタイプ、W=1.6t 個 1 O数量表 参照

水中コンクリート N=3基

水中コンクリート 18N/mm² ｍ
3 3

型枠 m2 5

漏洩防止シート m2 12

数 量 総 括 表



工　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位  数量（当初）  数量（変更） 増減 備　考

数 量 総 括 表

上部工 N=7基

コンクリート打設 24N/mm² ｍ
3 10

コンクリート打設 18N/mm² ｍ
3 14

型　枠 鉄筋構造物 ｍ
2 17

型　枠 無筋構造物 ｍ
2 42

鉄筋加工組立 SD345　D13 kg 218

鉄筋加工組立 SD345　D16 kg 231

伸縮目地 t=10 m 3

カルバート工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付 B3300×H1100 2分割 m 7 積込・運搬含む

プレキャスト基礎板据付 B4000×L1000×T200 枚 4 積込・運搬含む

プレキャスト基礎板据付 B4000×L1500×T200 枚 2 積込・運搬含む

基礎栗均し 水中 m2 35

仮設工

仮設鋼矢板工

鋼矢板賃料 Ⅲ型リース ｔ 19.65 N=40枚

鋼矢板切断 水中 m 9.6

仮設鋼矢板引抜 Ⅲ型、油圧、9m以下 枚 34 N=3箇所

仮設鋼矢板引抜 Ⅲ型、油圧、6m以下 枚 12 N=1箇所

安全管理

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 式 1

事業損失防止施設費

水質汚濁防止

汚濁防止膜 設置、撤去 式 1

連続フロート 式 1 レンタル

運搬費

仮設材運搬費

仮設材等運搬 鋼矢板Ⅲ型（復路） 式 1 19.65t

安全費

安全費

安全監視船運転 180PS型 式 1

水雷傷害保険料

水雷保険料

クレーン付台船 式 1
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明示項目 明示事項 制約条件等

１．工程関係 １．関連する別途発注工事 調整項目

　 　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調整が必要な工事名：①改良工事3工区（当組合発注）、②福浦橋修繕工事（島根県発注）

調整が必要な工事の工期：①R6.9～R7.3（見込）　②R6.10～R7.3（見込）

２．施工時期、施工時間及び施工工法の制限 制限される工種名：

施工時期及び施工時間：

施工方法：

３．他機関等との協議が未完了 協議機関名：

協議完了見込み時期：

４．他機関等協議による工程条件 制限される工種名：

施工期間：

５．占用物件工事との工程調整 占用物件名

　　　　　　　　（工事時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　（工事時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　（工事時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　（工事時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　（工事時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．漁業協同組合との調整 漁業協同組合名：JFしまね　美保関支所

　　 　内水面漁業協同組合については島根県公共工事共通仕様書特記事項による

７．工期 予定工期：令和6年9月13日

工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を

見込んでいる。

８．週休２日工事の試行対象工事

９．その他 内容：

２．用地関係 １．用地補償物件の未処理箇所 未処理箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　No. 　　　～No.

完了見込み時期：

２．仮設ヤードの指定 仮設ヤード

使用期間：大江物揚場（工事期間中）

別添図面等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（面積：　　　　　㎡）

使用条件・復旧方法：

占用料又は借上費

３．その他 内容：

３．公害対策関係 １．施工方法、建設機械・設備等の制限 制限項目

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定工法名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他：

　　　　　　　　　　　　　　　　工種：

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．事業損失防止に関する調査 調査項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査方法

調査費

３．その他

施工条件書

内容：汚濁防止に努めること。水質の汚濁を防止するため、施工にあたっては汚濁防止膜
を展張すること。

土砂・資材の流用 仮設又は工事用道路の調整 施工順序の調整

その他

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

電気

電話

水道

ガス

その他

あり なし

あり なし 別添図等

あり なし 官有地 民有地

ヤード位置図 ヤード平面図

必要 不要

あり なし

あり なし

騒音 振動 水質

その他

粉じん

施工方法

建設機械・設備

作業時間

その他

あり なし

騒音測定 振動測定 水質調査

地盤沈下測定 近隣家屋の事前・事後調査

地下水位等の調査 その他

別途資料 別途協議

計上あり 別途協議

あり なし

あり なし

あり なし

なし

なし
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明示項目 明示事項 制約条件等

施工条件書

４．安全対策関係 １．交通安全施設関係の指定

　　　　　　　　　　　　　　　　　（　ブレキャストボックス・基礎版搬入時　）

　　　　　　配置人員：　　　　１　　　人（内、交通誘導員Ａ　　　　人）　計７人

２．近接公共施設等に対する制限 近接公共施設名

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工時間：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制限を受ける工種：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制限内容：

３．落石、土砂崩落又は発破作業等に対する防護施設 防護施設等の配置

設置期間：

４．労働安全衛生法第30条第2項に基づく、特定元方事業者の指名

　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

５．その他 内容：

５．工事用道路関係 １．一般道路（搬入路）の使用制限 経路

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．仮設道路の設置条件 構造・延長等

３．その他 内容：

６．仮設備関係 １．仮設備の引渡し又は引き継ぎ  引き渡す（引き継ぎを受ける）仮設備：仮設備：鋼矢板、組立式台船（クレーン付台船、土運船）

 引き渡す（引き継ぎを受ける）工事名：福浦地区臨港道路（改良）工事

 引き渡す（引き継ぎを受ける）時期：R6.3

引き渡し時（引き継ぎを受ける時）の条件：－

２．仮設物の構造及び施工方法の指定 構造・設計条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　工法名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制約事項：

３．その他 内容：隣接する民家があることから、騒音、振動等に注意し施行すること。

７．建設副産物関係 １．建設発生土搬出先の受入条件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制約事項：

２．建設廃棄物の処理条件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制約事項：

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．その他 内容：過年度工事において掘削土及び床掘りした発生土を大江物揚場に仮置きを行い、

埋戻土に利用することとしている。

・福浦地区集落内を工事用車両が通行することとなるため、安全運転を心がけるとともに、
空ぶかし等を行わないよう留意すること。

あり なし 交通安全施設等の配置

別添図等

その他

交通誘導員の配置

あり なし

鉄道 電気 電話 水道

その他

施工時間の制限

作業制限

あり なし 別途資料 別途協議

あり なし 別添図等 別途協議

使用期間

使用時間帯

別添図等 別途協議使用中及び使用後の措置

あり なし 別添図等 別途協議

別添図等 別途協議安全施設等

別添図等 別途協議使用中及び使用後の措置

あり なし

あり なし

あり なし 別添図等 その他

施工方法の指定

設計条件の指定

あり なし

あり なし 押土・整地 その他

受入側の制約

あり なし 処理施設の指定

受入側の制約

その他

あり なし

あり なし

本工事の請負者

関連他工事の請負者

工期当初より指名予定

工期途中より指名予定（今後別発注工事があった場合）

あり なし

設計条件の指定

なし

なし
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明示項目 明示事項 制約条件等

施工条件書

８．工事支障物件等 １．工事支障物件 支障物件名

　　　　　　　　　　　　　協議

　　　　　　　　　　　　　位置：

　　　　　　　　　　　　　移設時期：

　　　　　　　　　　　　　協議

　　　　　　　　　　　　　位置：

　　　　　　　　　　　　　移設時期：

　　　　　　　　　　　　　協議

　　　　　　　　　　　　　位置：

　　　　　　　　　　　　　移設時期：

　　　　　　　　　　　　　協議

　　　　　　　　　　　　　位置：

　　　　　　　　　　　　　移設時期：

　　　　　　　　　　　　　協議

　　　　　　　　　　　　　位置：

　　　　　　　　　　　　　移設時期：

２．試掘調査 調査箇所数：　

位置：

３．その他 内容：

９．排水工 １．汚水・泥水の排水制限 内容

（汚水処理を含む）

２．水質調査 調査項目

３．水中ポンプ 口径：

台数：

４．その他 内容：

あり なし

電気 済み 未了

電話 済み 未了

水道 済み 未了

ガス 済み 未了

その他 済み 未了

あり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし

常時排水 作業時排水

あり なし

あり なし
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明示項目 明示事項 制約条件等

施工条件書

10．薬液注入 １．薬液注入 工法区分：

注入材料

施工範囲

　　　　　　　　　対象土量：　　　　　　　m3

　　　　　　　　　対象範囲の土質：

削孔

　　　　　　　　　削孔間隔及び配置：

　　　　　　　　　削孔総延長：

　　　　　　　　　削孔本数

注入量

　　　　　　　　　総注入量：

　　　　　　　　　土質別注入率：

その他

11．その他 １．工事用資機材の保管又は仮置き場の指定 場所：

期間：

２．現場発生品 品名：

引渡場所：

運搬距離：

３．植栽保険 樹木名・本数等：

４．中間検査 検査回数：

５．部分使用 部分使用範囲：

目的：

部分使用期間：

６．技術管理上特に必要な資料 資料名：

７．台帳の作成 対象台帳：別添 作成対象台帳一覧参照

８．遠隔臨場試行要領の適用 「建設工事等の現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）」に基づき、

受発注者協議のうえ適用の可否を確認

島根県技術管理課HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/

９．島根県検査書類限定型工事試行要領の適用 「島根県検査書類限定型工事試行要領」に基づき、受発注者協議のうえ適用

の可否を確認

島根県技術管理課HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/

あり なしあり なし

溶液型 有機 無機

懸濁型

瞬結 中結 長結

あり なしあり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし

あり なしあり なし １回 ２回

あり なし

あり なし

あり なし
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明示項目 明示事項 制約条件等

施工条件書

10．その他 内容：

○本工事を実施するにあたり必要となる埋立免許については取得済みである。

○本工事施工にあたり、河川内工事（仮設含む）については国土交通省中国地方整備局
に河川法24条・26条の申請を行い許可済みである。
工事の実施に当たっては出水期中も含まれることから、降雨時等非常時に備え、資機材を
保管しておくこと。
また、日々の気象予報及び注意報・警報発令状況をインターネットより情報収集し、現地の
気象に注意すること。
・堤防の安全性を確保するため、裏込工までの施行についてはできるだけ早期に完了させ
ること。

○本工事で行う床掘については、松江市管理の普通河川福浦宮川の河川範囲へ影響が
あることから、松江市へ普通河川道路行為許可書を申請し、許可を得ている。

○工事着工にあたっては、福浦地区及び漁協関係者説明会を実施する予定としているた
め、説明資料等の作成を行うこと。

○民家及び公民館が隣接していることから、十分な配慮を行い、施工すること。

○仮設矢板の引抜にあたっては陸上からの施工を見込んでいる。施工時に既設桟橋被覆
等があることが想定されるため、事前に調査し報告すること。

○大江物揚場に台船等を係留するときは管理者へ申請すること。

あり なし



 
出水期施工を伴う河川工事に関する特記仕様書 

 
 
第１条 工期 
１．本工事においては一級河川斐伊川水系斐伊川（境水道）の出水期間を含んでいる。 
２．６月２６日から１０月２０日を出水期間とし、河川区域及びその周辺で工事を行

ってはならないが、下記に示す工種等においてはこの限りではない。 
 なお、既存堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること。 
・準備・後片付け 
・裏込工 
・上部工 

 
第２条 出水期間中の現場管理及び施工について 

本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第１

編「１－１－１－２６工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退

避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等必要な対策を講ずるものとする。 
なお、上記については土木工事共通仕様書第１編「１－１－１－４施工計画書」に基

づき、施工計画書に記載のうえ監督職員に提出するものとする。 
また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載し、安

全確保に万全の体制を執るものとする。 
 



島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）（案） 

 

 

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」という）の対象工事である。 

 

１ 定義 

（１） 港湾・漁港漁場工事における「週休２日工事」とは、「４週８休以上」の工事のことを

いい、単位期間において８日以上の現場閉所（以下「現場閉所４週８休以上」という）が

あることをいう。なお、期間内に祝日、夏期休暇（土日を除く３日間）、年末年始休暇

（土日を含む６日間）が含まれる場合は、これらの日数を加えた日数の現場閉所があるこ

と。 

（２） 「対象期間」の起算日は、工事着手日（現場事務所等の設置、または測量の開始）以降

の最初の土曜日とする。 

現場閉所の確認は、起算日から工事完成日（工事完成通知書の提出日）の２週間前まで

の時点（これを確認期限という）で単位期間が確保できる期間を対象とする。 

なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発

注者が週休２日の対象外とする期間は含まない。 

（３） 「単位期間」とは、土曜日を起算日とし４週目の金曜日までの連続する４週間（２８

日）をいう。 

（４） 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上

必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

現 場閉所には、降雨、降雪、波浪等による予定外の現場閉所日も含むものとする。な

お、現場事務所または会社等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合は現場閉所と

はならない。 

また、現場管理上必要な作業とは、安全巡視やコンクリートの養生状況等の現場確認

等、元請職員が短時間で行う行為や、元請職員の地域行事や現場見学会等への参加などを

いう。但し、元請職員についても建設現場における週休２日取得の取組の趣旨を鑑み、代

休の取得など休日の確保に努めるものとする。 

（５） 「４週８休」とは、起算する土曜日から始まり４週目の金曜日までで終わる４週間を１

期間目とし、５週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる４週間を２期間目とし、以

降同様の考え方の期間を工事完了日まで設けたとき、それぞれの期間について、その期間

に含まれる休日の日数分の閉所日があることをいう。 

（６） 「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを１週間とし、それぞれの週について、その

週に含まれる休日の日数分の閉所日があることをいう。 

 

２ 実施方法 

（１） 受注者は、「発注者指定型型」においては、契約後、“工期に関する特記仕様書”に定める

「週休２日工事」を確保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに「休日取得計画

表（島根県版）」等により取得計画を監督職員へ提出するものとする。 

（２） 受注者は、「受注者希望型」においては、契約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工

事」又は「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面（別紙様式１）により発注者に報

告するものとする。 

（３） 受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場合は、施工計画書に技術者及び技能労働

者の休日の確認方法を記載し、提出するものとする。 

（４） 発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満で想定し、契約時に対象外としていた

工事について、現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受発注者間の協議

により週休２日対象工事とすることが妥当と判断されれば、その対象とすることができる。

なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。 



３ 実施報告 

（１）週休２日工事 

受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の休日等取得実績表を提出しなけれ

ばならない。 

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週休２日工事試行要領及び本Ｑ＆Ａ

を確認のうえ作成し、その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業については、監督

職員へ確認しなければならない。 

（２）週休２日交替制工事 

   受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状況表を提出しなければならない。また、

監督員から請求があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況表の確認根拠となる資

料を提示しなくてはならない。 

   なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県週休２日工事試行要領及び本Ｑ＆Ａを

確認のうえ作成し、その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義がある場合は、監督職員

へ確認しなければならない。 

４ 工事費の積算及び設計変更 

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価

格で発注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしとして設

計変更するものとする。 

発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間中の全ての単位期間で４週８休以上の現

場閉所又は個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり補正を行い、設計変更するも

のとする。 

なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、測量調査、土質調査（チェックボーリ

ング）等は労務費補正の対象としない。 

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組みを行った場合であっても、現場閉所

率が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認すること。 

（１）労務単価 

積算において使用している職種の労務単価に補正係数１．０５を乗じるものとする。（小

数点以下切捨） 

（２）機械経費（賃料） 

   積算において使用している機械の機械経費（賃料）に補正係数１．０４を乗じるものとす

る。（小数点以下切捨） 

（３）共通仮設費率 

   積算において使用している共通仮設費率に補正係数１．０２を乗じるものとする。（小数

３位四捨五入） 

（４）現場管理費率 

   積算において使用している現場管理費率に補正係数１．０３を乗じるものとする。（小数

３位四捨五入） 

（５）市場単価 

施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正係数（資料２参照）を乗じるものとす

る。（小数点以下切捨） 

なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単価、標準単価は補正の対象外とする。 

（６）施工パッケージ 

標準単価から積算単価への補正において適用する採用地区の労務単価について、（１）に

より算出した労務単価を適用する。 

 



５ 履行証明書 

受注者は、２ 実施方法により週休２日に取り組み、４週８休以上の現場閉所又は個人単位

での休日確保が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事について、週休２日工事履行証明書（様

式２）により、発注者に履行証明を求めることができる。 

 

６ 提出書類の虚偽 

提出された休日等取得実績表、又は休日取得状況表に虚偽の記載が工事中又は工事完了後に

判明した際には、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱う。 











休日等取得実績（計画）表

工事名：〇〇工事
期   間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

期間
月
日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

休日
計画

休日
実績

期間
月
日 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

体

育

の

日

休日
計画

0 9 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成

休日
実績

0 9 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成

期間
月
日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

文

化

の

日

勤

労

感

謝

の

日

休日
計画

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成

休日
実績

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成

期間
月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

天

皇

誕

生

日

振

替

休

日

休日
計画

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成

休日
実績

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成

期間
月
日 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

年

末

年

始

休

暇

年

末

年

始

休

暇

年

末

年

始

休

暇

元

旦

年

末

年

始

休

暇

年

末

年

始

休

暇

成

人

の

日

休日
計画

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 13 達成 6 6 達成 2 2 達成 4 3 達成 1 2 未達成

休日
実績

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 13 達成 6 6 達成 2 2 達成 4 3 達成 1 2 未達成

期間
月
日 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

建

国

記

念

の

日

休日
計画

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成

休日
実績

0 9 未達成 0 2 未達成 0 2 未達成 0 3 未達成 0 2 未達成

期間
月
日 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

春

分

の

日

休日
計画

休日
実績

期間
月
日 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

休日
計画

休日
実績

参考様式

9 10
対象外

3週目 判定 4週目 判定10 11
1

期間計 判定 1週目 判定 2週目 判定

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

2
期間計 判定 1週目 判定 2週目 判定

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

3週目 判定 4週目 判定11

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

12

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

3
期間計 判定 1週目 判定 2週目

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

判定 3週目 判定 4週目 判定

3週目 判定 4週目 判定12 1

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

4
期間計 判定 1週目 判定 2週目 判定

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

5
期間計 判定 1週目 判定 2週目 判定

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

3週目 判定 4週目 判定1 2

2 3

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

対象外

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

達

成

・

未

達

成

〇

計

達

成

日

数

対象外
3

判定結果 － － － － －
全体 1週目 2週目 3週目 4週目

設計変更 －
成績評定加点 無

凡例

○：休日



（様式２）

令和　　年　　月　　日

（発注機関の長）　様

（受注者名）

　貴県発注の下記工事について、週休２日工事の実績を証明願います。

工 事 名 ：

工 事 箇 所 ：

工 期 ： 令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

竣 工 検 査 日 ： 令和　年　月　日

受 注 者 名 ：

週 休 ２ 日 の 実 績 内 容 ： ４週８休以上

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

令和　　年　　月　　日

（証明者）

（証明する機関の長）　印

週休２日工事履行証明書



（別紙 様式１） 

 

    年  月  日 

 

発注者 様 

 

（会社名）  

現場代理人  

（氏 名）  

 

 

 

週休２日工事（受注者希望型）の実施希望について 

 

 

工 事 名 ： 

 

週休２日工事の実施希望について、下記の通り報告します。 

 

記 

１．希望します 

   ・週休２日工事 

   ・週休２日交替制工事 

 

２．希望しません 

 （理由：複数回答可） 

  ・事務手続に手間がかかる 

  ・自社都合により工事期間を短縮する必要がある 

  ・下請け会社の休日調整が困難 

  ・現在の補正係数では赤字となる 

  ・人員的に社内体制が整っておらず、休日作業の必要がある 

  ・当初発注の工期では週休２日を確保することが困難 

  ・その他（以下に具体的に理由を記入） 

 

※希望の有無、理由の該当するものに○を記入のこと。 



工期に関する特記仕様書

１．当初工期の日数算出方法

上記が「その他」の場合の具体的な設定方法

２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無
制限なし
上記が「制限あり」の場合、その具体的な理由

３．当初工期に見込んでいる各種日数 単位:日

①準備期間 45
②後片付け期間 20

40

④その他 62
167

※1 休日と悪天候により作業ができない日数

４．当初工期の確認

５．当初算定工期及び施工中における工期の変更方法

６．受注者の工期検討及び受発注者の役割について

　受注者は発注者が定めた当初工期日数について、適正な工期日数であるかを速やかに確
認しなければならない。なお、この結果は受発注者双方が共有するものとする。

　島根県公共工事請負契約約款第２４条に基づく協議に関して、受注者は当初算定工期に
ついて、工事工程のクリティカルパス等を明確にした上で協議することが出来る。
　なお、発注者は受注者が作成した工程が妥当であると判断でき、当初発注時の工期では
工事完了が困難であると認められる場合かつ、「２．当初工期の設定において、制限とな
る事項の有無」を「制限なし」とした場合、工期の変更に応じなけばならない。
　また、施工中に生じた不測の事態のため、工期延期が必要となった場合についても、上
記に準じて行うものとする。

　当初工期の変更が必要と判断した場合、または前工程で受注者の責によらない事象で工
程遅延が発生する等により適正な工期を確保できなくなった場合は、受注者は速やかに発
注者にその旨を報告し、元下間で協議・合意した結果を以て発注者と協議を行うものとす
る。発注者は協議があったときは、工期変更等の方針を明確にしなければならない。

積み上げ方式による工期設定

③不稼働日数※１

計



遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の特記仕様書 

 
 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確
保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と
協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際
の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。 
 

資 材 名 規  格 調達地域等
割ぐり石 150～50mm 松江G

 



地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の特記仕様書 

 
１ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、地域外から労
働者を確保したことにより、建設工事積算基準（島根県農林水産部・土木部）に基づ
く金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法
の試行工事」である。 

   営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 
   労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 
２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建設工事積算基準に基づき算出した額）

における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 
１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上

費）の割合：15.24％ 
２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外

の食事、通勤等に要する費用）の割合：2.03％ 
３ 労働者を地域以外から確保せざるを得なくなった場合には、事前に監督職員と「労働

者確保に係る実施計画書（様式１）」、提出書類により必要性を示し協議するものとす
る。 

４ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実
績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式
２）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領
収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、
設計変更の内容について協議するものとする。 

５ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用
については、設計変更の対象としない。 

６ 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実
績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費
用から、建設工事積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し
引いた費用を加算して算出する。 

  なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類を持って設
計変更を行うものをする。 

７ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札
参加資格制限等の措置を行う場合がある。 

８ 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督
職員と協議するものとする。 


